
※薬局機能については個別に異なります

薬剤師会では、このような

活動も行っています

災害時の救護、
薬の支援活動

アスリートたちの
うっかりドーピング
防止をアドバイス、
競技大会を
後方支援しています

学校の、飲料水や給食室、教室の
照度など、学校の環境衛生を守る
検査を実施しています
また、子供たちに将来にわたって
薬を安全に使ってもらえるように
薬物乱用防止教室等を開いています

使用せずに余った薬や、使用方法が
分からず残っている薬はありませんか︖
薬剤師が使用期限をチェックするなど
精査し、適正な薬の量となるように
調整いたします

２つ以上の医療機関を受診される
場合に、薬の重複や飲み合わせを
確認する事ができます
お1人一冊にまとめ、携帯しましょう
旅先や災害・緊急時も安心です

田辺薬剤師会

　薬の「連絡帳」お薬手帳
　をご活用ください

あまった薬の整理を
　　　お手伝いします

薬剤師の訪問薬剤管理指導薬剤師の訪問薬剤管理指導

　①服薬支援…‥……患者様のご自宅や、入居されているご施設先にお薬を持ってお伺いし、お薬を安心して正しく使って
　　　　　　　　　　いただけるように、その管理をお手伝いします
　②体調チェック…‥生活状況や体調、副作用をチェックするとともに、服薬に関する疑問、悩みにお答えします
　③他職種連携……‥訪問結果について、処方医やケアマネージャーに必要に応じて情報提供します
　　　　　　　　　　チームで連携をとりながら患者様のQOL向上に努めます

とはとは

・通常月4回まで　・算定する日の間隔は６日あけます
・介護認定のある方は、介護保険優先となります
・緊急時など別料金がかかる場合があります
・お薬代は別途必要です

薬剤師の訪問における 3 つの役割

利用できる患者様は

介護保険で要介護・要支援
認定をお持ちの方　

650 円
320 円
290 円

　医療保険利用の場合

507 円
376 円
344 円　　　

単一建物居住者数

1割の場合（～ 3割） 1割の場合（～ 3割）
1人
2～ 9人
10人以上

1回につき

医療・介護保険を利用して、薬剤師の訪問サービスが受けられます

薬剤師の訪問には医師・歯科医師の指示が必要です。利用を希望される方は、直接医師にご相談
されるか、薬剤師、ケアマネージャー、看護師など身近な医療介護スタッフを通じてご依頼ください

個人宅や高齢者住宅、グループホーム等にお住まいで、お一人での通院が困難な方が対象です
必ずしも、医師が居宅へ訪問診療していなくても、薬剤師の訪問は可能です

訪問指導を始めるには

ご利用料金

スマホお薬手帳なら
　自動で情報更新

「かかりつけ薬局」はあなたの健康を守るアドバイザー！

学校薬剤師の仕事

医師の指示 その①…処方箋備考欄に「訪問薬剤管理指導」等と記載
その②…「訪問薬剤管理指導依頼書・情報提供書」の交付（情報提供料 250点）
その③…電話や口頭での指示（急ぐ場合など）


